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（旧福邦銀行）積立定期預金規定集 

（旧福邦銀行）積立定期預金【目的型】【自由設定型】規定 

 

（旧福邦銀行）積立定期預金【目的型】規定 

１．（預入れ方法等） 

（１）この預金は、１年以上５年までの期間内で満期日を指定し、通帳記載の満期日の１か月前（通

帳記載の預入期限）まで自由に預入れができます。 

（２）この預金の預入れは１口５千円以上とします。 

（３）この預金は口座振替によるほか、現金、小切手その他の証券類により、当店のほか当行本支店

のどこの店舗でも任意の預入れができます。任意の預入れの場合は必ず通帳を持参してくださ

い。 

 

２．（口座振替による預入れ） 

（１）口座振替による預入れの場合は、あらかじめ当行所定の口座振替依頼書を提出してください。

振替日、振替金額、引き落し方法等は、口座振替依頼書に記載の通りとします。 

（２）口座振替に際して、振替指定口座の残高（総合口座の場合は普通預金残高）が振替金額に満た

ないとき（総合口座の場合は貸越金が発生または増加するとき）は、通知することなく、その

月の口座振替を行いません。ただし、あらかじめ貸越による積立を希望する旨の申込を行った

場合は、総合口座の貸越限度額の範囲内で口座振替を行います。 

（３）振替日、振替金額等を変更する場合およびこの口座振替を中止する場合には、あらかじめ当行

所定の方法により届け出てください。 

 

３．（預入れ預金の取扱い） 

（１）この預金への預入れは、預入れのつど預入日から満期日までの期間に応じて次のとおり取扱い

ます。 

  ① 預入日から満期日までの期間が３年未満の場合 

    預入日から満期日までの（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（M 型）としてお預りします。 

  ② 預入日から 満期日までの期間が３年以上の場合 

    預入日から満期日までの（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（M 型）複利型としてお預りし

ます。 

（２）前項②の定期預金について中間利息が支払われる場合、中間利息は前項に従い預入れるものと

します。 

 

４．（利息） 

（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（M 型）および（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（M 型）

複利型の利息について本規定に定めのない事項については、各々の定期預金規定に従って取扱

います。 

 

５．（解約） 

（１） この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

（２）この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して当店また

は本支店に提出してください。 
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６．（総合口座契約が設定されている場合の取扱い） 

この預金を総合口座取引の定期預金として利用する場合は、福銀総合口座取引規定および次の

各号により取扱います。 

① 積立定期預金通帳には、総合口座の定期預金・担保明細を記載します。 

② 積立定期預金通帳記載の定期預金を担保とする当座貸越のお取引は、別にお渡しした「総合口

座通帳」の普通預金通帳（兼お借入明細）に記載します。 

③ 福銀総合口座取引規定の各条項における「通帳」には、積立定期預金通帳を含むものとします。 

④ 普通預金口座を解約する場合には、総合口座通帳のほか、当該総合口座取引の定期預金・担保

明細を記載している積立定期預金通帳も持参してください。 

 

７．（規定の準用） 

   この預金に関して本規定に定めのない事項については、預金等共通規定および（旧福邦銀行）

定期預金共通規定の定めを準用し、異なる定めがある場合は、本規定の定めが優先して適用さ

れます。 

 

以 上 

 

（旧福邦銀行）積立定期預金【自由設定型】規定 

１．（預入れ方法等） 

（１）この預金の預入れは１口５千円以上とします。 

（２）この預金は口座振替によるほか、現金、小切手その他の証券類により、当店のほか当行本支店

のどこの店舗でも任意の預入れができます。任意預入れの場合は必ず通帳を持参してください。 

 

２．（口座振替による預入れ） 

（１）口座振替による預入れの場合は、あらかじめ当行所定の口座振替依頼書を提出してください。

振替日、振替金額、引き落し方法等は、口座振替依頼書に記載の通りとします。 

（２）口座振替に際して、振替指定口座の残高（総合口座の場合は普通預金残高）が振替金額に満た

ないとき（総合口座の場合は貸越金が発生または増加するとき）は、通知することなく、その

月の口座振替を行いません。ただし、あらかじめ貸越による積立を希望する旨の申込を行った

場合は、総合口座の貸越限度額範囲内で口座振替を行います。 

（３）振替日、振替金額等を変更する場合およびこの口座振替を中止する場合には、あらかじめ当行

所定の方法により届け出てください。 

 

３．（預入れ預金の取扱い、おまとめ等） 

（１）この預金は、預入日の 1 年後の応当日を据置期間満了日、３年後の応当日を最長預入期限とす

る１口ごとの（旧福邦銀行）期日指定定期預金として預入れるものとします。 

（２）（旧福邦銀行）期日指定定期預金は、預入日から２年を経過後に最初に到来するおまとめ日（口

座開設時に指定された毎年一定の月日）を満期日とします。 

（３）おまとめ日において預入日からの期間が２年を超える（旧福邦銀行）期日指定定期預金は、そ

の元利金をとりまとめ、１口の（旧福邦銀行）期日指定定期預金に自動的に継続します。なお、

利率はおまとめ日当日の当行所定の利率とします。 
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（４）継続された預金についても前項同様とします。 

（５）継続を停止するときは、最長預入期限（継続をしたときはその最長預入期限）までにその旨を

申出てください。 

 

４．（支払いの時期、利息の取扱い等） 

この預金は、継続停止の申出があった場合に満期日以後に支払うものとし、満期日および利息

の取扱い等について本規定に定めのない事項については、（旧福邦銀行）期日指定定期預金規

定に従うものとします。 

 

５．（解約） 

（１） この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

（２）この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して当店また

は本支店に提出してください。 

 

６．（総合口座契約が設定されている場合の取扱い） 

（１）この預金を総合口座取引の定期預金として利用する場合は、福銀総合口座取引規定および次の

各号により取扱います。 

① 積立定期預金通帳には、総合口座の定期預金・担保明細を記載します。 

② 積立定期預金通帳記載の定期預金を担保とする当座貸越のお取引は、別にお渡しした「総合口

座通帳」の普通預金通帳（兼お借入明細）に記載します。 

③ 福銀総合口座取引規定の各条項における「通帳」には、積立定期預金通帳を含むものとします。 

④ 普通預金口座を解約する場合には、総合口座通帳のほか、当該総合口座取引の定期預金・担保

明細を記載している積立定期預金通帳も持参してください。 

（２）継続前の定期預金が総合口座取引における貸越金の担保となっている場合も、前記３の方法に

より継続を行うものとし、継続後の定期預金は引続き貸越金の担保となるものとします。 

 

７．（規定の準用） 

   この預金に関して本規定に定めのない事項については、預金等共通規定・（旧福邦銀行）定期預

金共通規定の定めを準用し、異なる定めがある場合は、本特約の定めが優先して適用されます。 

 

以 上 

 

（旧福邦銀行）積立式定期預金【わくわく】規定 

※新規取扱中止 

１．（預金の預入れ等） 

（１）この預金の預入れは、１回５千円以上とします。 

（２）この預金は、口座振替のほか、現金、小切手、その他の証券類により、当店のほか当行本支店

のどこの店舗でも預入れができます。この場合は必ず通帳を持参してください。 

 

２．（受入証券類の決済、不渡り） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 
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（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は通帳の当

該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

 

３．（口座振替による預入れ） 

（１）口座振替による預入れの場合は、あらかじめ当行所定の口座振替依頼書を提出してください。

振替日、振替金額、引き落し方法などは、口座振替依頼書に記載のとおりとします。 

（２）振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合には、あらかじめ書

面によって当店に届出てください。 

 

４．（預金の種類、期間、継続の方法等） 

この預金への預入れは、預金口座に対してあらかじめ指定を受けた課税区分、型区分により次の

とおり取扱いします。 

（１）個人用の適用口座 

① 自由型の場合 

Ａ．この預金口座を開設するときに、満期日とすべき毎年の一定の月および日（以下「おまと

め日」という。）を指定していただきます。おまとめ日の指定がない場合には、初回預入

日後１年ごとの初回預入日の応当日をおまとめ日とします。 

Ｂ．この預金は、その預入日から２年を経過後に最初に到来するおまとめ日をもって満期日に

指定されたものとする（旧福邦銀行）期日指定定期預金としてお預りします。 

Ｃ．おまとめ日において預入日からの期間が２年を超える（旧福邦銀行）期日指定定期預金は、

その元利金の合計額をとりまとめ、前項Ｂと同様の取扱いにより１口の（旧福邦銀行）期

日指定定期預金に自動的に継続します。この場合、継続日が同一日となる（旧福邦銀行）

期日指定定期預金については、これを合算した金額をもって１口の（旧福邦銀行）期日指

定定期預金とします。継続された預金についても、以後同様とします。 

Ｄ．継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申し出て

ください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

Ｅ．（旧福邦銀行）期日指定定期預金の満期日は、預入日から１年経過した後は変更すること

ができます。この場合、当店に対してその１か月前までに通知を必要とします。この通知

があったときは、この預金は変更後の満期日以後に支払います。なお、変更後の満期日か

ら１か月経過しても解約されなかった場合（解約されないまま３年後の応当日が到来した

場合を含みます。）は、満期日の変更はなかったものとします。 

② 目的型（年金、一時金受取型）の場合 

Ａ．初回預入日から通帳記載の満期日（目標日）（以下「年金元金計算日」という。）の前日

までの期間において次のとおり取扱います。なお、満期日は、受取周期により受取開始日

の３か月（または６か月、１２か月）前の応当日とします。また、最終預入日から受取開

始日までの期間は、受取周期により６か月以上（ただし、受取周期が６か月ごとの場合は

９か月以上、１２か月ごとの場合は１年３か月以上）据置くものとし、最終預入日以降の

預入れはできません。 

（ａ）年金元金計算日前１年ごとの年金元金計算日の応当日を「おまとめ日」とします。 

（ｂ）預入れ（後記（ｃ）に規定する継続を含みます。）のつど、各別の定期預金とします。 

イ．預入日（または継続日）から年金元金計算日までの期間が１年以上の場合 
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   ・・・「（旧福邦銀行）期日指定定期預金」 

ロ．預入日（または継続日）から年金元金計算日までの期間が１年未満の場合 

   ・・・「年金元金計算日を満期日とする（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）」 

（ｃ）おまとめ日において預入日からの期間が２年を超える（旧福邦銀行）期日指定定期預金

は、その元利金の合計額をとりまとめ、前記（ｂ）と同様の取扱いにより１口の（旧福

邦銀行）期日指定定期預金に自動的に継続します。この場合、継続日が同一日となる（旧

福邦銀行）期日指定定期預金については、これを合算した金額をもって１口の（旧福邦

銀行）期日指定定期預金とします。継続された預金についても、以後同様とします。 

Ｂ．この預金は、年金元金計算日に次により分割し、受取開始日以降１年以上２０年以内の期

間にわたって年金として支払います。 

この場合、すべての（旧福邦銀行）期日指定定期預金は、年金元金計算日に満期日が到来

したものとし、その元利金と（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）の元利金との合

計額を「年金計算基本額」とします。なお、年金計算基本額の一部に相当する金額（以下

「一時金」という。）の払戻請求の申し出がある場合は、一時金を差し引いた残額を年金

計算基本額とします。一時金は、あらかじめご指定の受取指定口座（以下「受取口座」と

いいます。）へ入金する方法で支払います。 

（ａ）年金計算基本額を通帳記載の受取回数で除した金額（１００円単位とし、１００円未満

端数があるときは後記（ｃ）により取扱います。）を受取口座へ入金する方法で支払い

ます。 

（ｂ）前記（ａ）により算出された金額を元金として年金元金計算日から通帳記載の受取周期

により、３か月（または６か月、１２か月）ごとの応当日を満期日とする（旧福邦銀行）

期日指定定期預金または（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下これらを「定

期預金（満期支払口）」という。）を受取周期が３か月ごとの場合は１２口、６か月ご

との場合は６口、１２か月ごとの場合は３口（ただし、受取回数が各々１２回、６回お

よび３回未満のときは、その回数）作成し、この預金に組入れます。 

（ｃ）年金計算基本額から前記（ｂ）により作成された定期預金（満期支払口）の元金合計額

を差し引いてなお残額があるときは、この残額を次により取扱います。 

イ．受取回数が１２回（ただし、受取周期が６か月ごとの場合は６回、１２か月ごとの場

合は３回）以下の場合は、預入期間が最も長い定期預金（満期支払口）の元金に追加

します。 

ロ．受取回数が１２回（ただし、受取周期が６か月ごとの場合は６回、１２か月ごとの場

合は３回）を超える場合は、この残額を元金として１口の（旧福邦銀行）期日指定定

期預金（以下「定期預金（継続口）」という。）を作成します。 

Ｃ．定期預金（継続口）は、満期日に前項Ｂに準じて取扱い、以後も同様とします。この場合、

前項Ｂに「年金計算基本額」とあるのは「定期預金（継続口）の元利金」と、「年金元金

計算日」とあるのは「定期預金（継続口）の満期日」と、「通帳記載の受取回数」とある

のは「通帳記載の受取回数のうち定期預金（継続口）の満期日における残余の受取回数」

と読み替えるものとします。 

Ｄ．前項Ｃにより作成された定期預金（継続口）の満期日が到来した場合も前項Ｃにより取扱

うものとし、以後も同様とします。 

Ｅ．通帳記載の最終受取日以後、この預金口座の残高はありませんので通帳は無効となります。 
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Ｆ．この預金に受入れた（旧福邦銀行）期日指定定期預金の満期日を変更するときは、前記①

Ｅの規定によります。 

③ 目的型（一括受取型）の場合 

初回預入日から通帳記載の満期日（目標日）の前日までは、前記②Ａと同様に取扱います。 

この場合、前記②Ａに「年金元金計算日」とあるのは「満期日」と読み替えるものとします。 

なお、この預金は満期日の３か月前まで預入れできるものとし、満期日までに受入れた（旧

福邦銀行）期日指定定期預金は、前記②Ａと同様に取扱います。この預金は、満期日以後に

支払います。 

（２）法人用の適用口座 

① 自由型の場合 

Ａ．預入れ（継続を含みます。）のつど各別の預入期間２年の（旧福邦銀行）自由金利型定期

預金（Ｍ型）とします。 

Ｂ．この預金は、満期日（または継続日）に元利金の合計額をもって預入期間２年の（旧福邦

銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）に自動的に継続します。継続された預金についても、

以後同様とします。 

Ｃ．継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申し出て

ください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

② 目的型（年金、一時金受取型）の場合 

Ａ．初回預入日から通帳記載の満期日（目標日）（以下「年金元金計算日」という。）の前日

までの期間の取扱いについては、この期間の預入れ（継続を含みます。）のつど次の各別

の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）とするほかは前記（１）②と同様に取扱い

ます。 

（ａ）預入日（または継続日）から年金元金計算日までの期間が２年３か月以上の場合 

・・・「預入期間２年の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）」 

（ｂ）預入日（または継続日）から年金元金計算日までの期間が２年超２年３か月未満の場合 

・・・「預入期間１年の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）」 

（ｃ）預入日（または継続日）から年金元金計算日までの期間が２年以下の場合 

・・・「年金元金計算日を満期日とする（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）」 

Ｂ．年金元金計算日の取扱いについては、定期預金（満期支払口）を次の各別の（旧福邦銀行）

自由金利型定期預金（Ｍ型）とするほかは前記（１）②Ｂと同様に取扱います。 

（ａ）年金元金計算日から通帳記載の受取周期により、３か月（または６か月、１２か月）ご

との応当日を満期日とする（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下これらを

「定期預金（満期支払口）」という。）を受取周期が３か月ごとの場合は８口、６か月

ごとの場合は４口、１２か月ごとの場合は２口（ただし、受取回数が各々８回、４回お

よび２回未満のときは、その回数）作成し、この預金に組入れます。 

（ｂ）年金計算基本額から前記（ａ）により作成された定期預金（満期支払口）の元金合計額

を差し引いてなお残額があるときは、この残額を次により取扱います。 

イ．受取回数が８回（ただし、受取周期が６か月ごとの場合は４回、１２か月ごとの場合

は２回）以下の場合は、預入期間が最も長い定期預金（満期支払口）の元金に追加し

ます。 

ロ．受取回数が８回（ただし、受取周期が６か月ごとの場合は４回、１２か月ごとの場合



- 7 - 

は２回）を超える場合は、この残額を元金として１口の預入期間２年の（旧福邦銀行）

自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「定期預金（継続口）」という。）を作成します。 

（ｃ）定期預金（満期支払口）は、それぞれの満期日に元利合計額を受取口座へ入金する方法

で支払います。 

（ｄ）定期預金（継続口）の取扱いは、前記（１）②Ｃ、Ｄと同様とします。 

Ｃ．通帳記載の最終受取日以後、この預金口座の残高はありませんので通帳は無効となります。 

③ 目的型（一括受取型）の場合 

初回預入日から通帳記載の満期日（目標日）の前日までは、前記（２）②Ａと同様に取扱い

ます。この場合、前記（２）②Ａに「年金元金計算日」とあるのは「満期日」と読み替える

ものとします。なお、この預金は満期日の３か月前まで預入れできるものとし、満期日まで

に受入れた（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）は、前記（２）②Ａと同様に取扱い

ます。この預金は、満期日以後に支払います。 

 

５．（利息） 

（１）この預金の利息は、次のとおり計算し満期日に元金とともに支払います。 

① 預入金額ごとの預金が（旧福邦銀行）期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとにその預入日（継続をしたときはその継続日）から満期日の前日までの日数（以

下「約定日数」という。）について、預入日（継続をしたときはその継続日）現在における

次の預入期間に応じた利率によって１年複利の方法により計算します。 

Ａ．１年以上２年未満  当行所定の「２年未満」の利率 

Ｂ．２年以上      当行所定の「２年以上」の利率（以下「２年以上利率」という。） 

② 預入金額ごとの預金が（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）の場合 

預入金額ごとにその約定日数について、預入日（継続をしたときはその継続日）現在におけ

る当行所定の利率によって計算します。ただし、預入期間２年の（旧福邦銀行）自由金利型

定期預金（Ｍ型）の利息の支払は次によります。 

Ａ．預入日の１年後の応当日（以下「中間利払日」という。）に、その預入期間２年の（旧福

邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）の預入日（または継続日）現在における当行所定の

利率に７０％を乗じた利率（ただし、小数点第４位以下は切捨てます。）による中間利払

額（以下「中間払利息」という。）を利息の一部として支払います。 

Ｂ．中間払利息を差引いた利息の残額（以下「満期払利息」という。）は満期日に支払います。 

③ 前①、②の利率は、当行所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に

預入れられる金額についてその預入日（すでに預けられている金額については、変更日以後最

初に継続される日）から適用します。 

（２）この預金の利息は、満期日に元金に組入れて継続します。ただし、預入期間２年の（旧福邦銀

行）自由金利型定期預金（Ｍ型）の中間払利息および満期払利息については、次のとおり取扱

います。 

① 中間払利息は、中間利払日にこの預入期間２年の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）

と満期日を同一にする預入期間１年の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「中

間利息定期預金」という。）とし、その利率は、中間利払日における当行所定の利率を適用し

ます。 

② 満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して預入期間２
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年の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）に継続します。 

（３）継続を停止した場合のこの預金の利息（預入期間２年の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ

型）の中間払利息を除く。）は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以

後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書

替継続日における普通預金の利率により計算します。 

（４）当行がやむをえないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息は次のとおり計算し、こ

の預金とともに支払います。 

① 預入金額ごとの預金が（旧福邦銀行）期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約日の前日までの日数につ

いて次の預入期間に応じた利率（小数点第３位以下は切捨てます。）によって１年複利の方

法により計算します。 

Ａ．６か月未満        解約日における普通預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満    ２年以上利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満  ２年以上利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満  ２年以上利率×６０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満  ２年以上利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満  ２年以上利率×９０％ 

② 預入金額ごとの預金が（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ型）の場合 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。）から解約日の前

日までの日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によ

って計算します。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と次のＢの利

率により計算した利息額との差額を清算します。 

Ａ．６か月未満      解約日における普通預金の利率 

Ｂ．６か月以上２年未満  預入日から解約日まで、（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（Ｍ

型）に預入した場合に適用する預入日における当行所定の利率×

７０％ 

（５）この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

 

６．（預金の解約、書替継続） 

（１）この預金を解約（各別の定期預金を解約する場合および（旧福邦銀行）期日指定定期預金の場

合の一部解約を含む。）または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して通帳とともに提出してください。ただし、目的型（年金、一時金受取型）につ

いては受取開始日以後の書替継続はできません。 

（２）この預金口座の残高の一部に相当する金額の払戻請求があったときは、解約元金が払戻請求書

記載の金額に達するまでこの預金を１口ごとに順次解約いたします。この場合、解約する順序

は特に指定のない限り、次により取扱います。 

① 個人用の適用口座の場合・・・・・預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約日まで

の日数が多いものからとします。 

② 法人用の適用口座の場合・・・・・預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約日まで

の日数が少ないものからとします。 
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７．（非課税限度超過時の取扱い） 

（１）この預金口座について、老人等の少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で次のいずれか

に該当するときは、通知することなく新たに口座（以下「別口座（課税口）」という。）を自

動的に開設のうえ（すでに別口座（課税口）が開設されている場合は当該口座に）その振替金

額または利息額を入金します。 

前記５.（２）の規定により、利息の組入れによってこの口座の非課税貯蓄の最高限度額を超

過することとなるとき。 

（２）別口座（課税口）についても、この規定は適用されるものとし、この預金口座の届出印鑑を兼

用するものとします。 

（３）前項（１）の規定にかかわらず、年金受取期間中に非課税貯蓄の最高限度額を超過することと

なるときは、利息を受取口座へ入金します。 

 

８．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、

直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責

任を負いません。 

（２）通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の

手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがありま

す。 

 

９．（印鑑照合） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めて取扱いましたうえは、これらの書類につき偽造、変造その他の事故があ

ってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

１０．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 

 

１１．（中間利息定期預金） 

（１）中間利息定期預金の利息については、上記５．の規定を準用します。 

（２）中間利息定期預金については、次により取扱います。 

① 中間利息定期預金の印鑑は、この預金の届出印鑑を兼用します。 

② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または、中間利息定期

預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名

押印して通帳とともに提出してください。 

 

１２．（預金保険制度の対象について） 

この預金は預金保険制度の対象となります。 

 

１３．（保険事故発生時における預金者からの相殺） 
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（１）この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に

は、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したも

のとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保す

るため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するた

めに質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序･方法を指

定のうえ、預金証書は届出印を押印して（または当行所定の払戻請求書に届出の印章により記

名押印して通帳あるいは預金証書とともに）直ちに当行に提出してください。ただし、この預

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務で

ある場合には、先ず預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前号による充当の指定のない場合には、当行の指定する順序･方法により充当いたします。 

③ 第①号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異

議を述べ、担保･保証の状況等を考慮して、充当の順序･方法を指定することができるものとし

ます。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算等については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行

に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期

限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については、当行の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するもの

とします。 

（５）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別途定めがあると

きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を

要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

 

１４．(成年後見人等の届け出) 

（１）家庭裁判所の審判により、補助･保佐･後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名

その他必要な事項を書面によってお届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏

名その他必要な事項を書面によってお届けください。 

（３）すでに補助･保佐･後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされて

いる場合にも、前２項と同様にお届けください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

（５）前４項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損

害については、当行は責任を負いません。 

以 上 

 

 



- 11 - 

（旧福邦銀行）積立定期預金規定 

 

１．（預入れの期限等） 

（１）この預金は、証書面記載の満期日の１か月前まで、契約金額の預入れができます。 

（２）この預金の預入れは毎月の積立額および増額分積立額を一定額とします。預入れのときは必ず

証書を持参してください。 

（３）この預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れができます。 

 

２．（預金の支払時期等） 

この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。 

 

３．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書当

該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

 

４．（利息） 

（１）この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入現

在におけるその期間に応じた当行所定の（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（M 型）利率によ

って計算します。 

ただし、契約期間が３年以上の場合には、満期日からさかのぼって２年ごとに利息計算日を定

めその計算日において預入日または前回の利息計算日からの期間が１年以上ある預入金額に

ついては、預入日または前回の利息計算日におけるその期間に応じた当行所定の（旧福邦銀行）

自由金利型定期預金（M 型）利率によって利息を計算のうえ元金に組入れます。 

利率は , 当行所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額に

ついてはその預入日（すでに預入れられている金額については変更日以後の利息計算日）から

適用します。 

（２）この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数につい

て解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。 

（３）この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

満期日前に解約する場合の利息は、 預入金額ごとに預入日（利息を元金に組入れたときは最後

の利息計算日。以下同じです。）から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利

率（小数点第４位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金とともに支払います。 

①６か月未満      解約日における普通預金の利率 

②６か月以上３年未満  預入日から解約日まで、（旧福邦銀行）自由金利型定期預金（M 型）

に預入した場合に適用する預入日における当行所定の利率×７０% 

（４）この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

 

５．（解約） 

この預金を解約するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してく

ださい。 
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６．（口座の閉鎖） 

通帳取引に関し、前月末口座残高０円の期間が６ヶ月経過後の１．４．７．１０月の第２日曜

日に、当該通帳の預金口座を閉鎖します。なお、口座閉鎖に関する通知は行いません。 

以 上 


